
第₂次改訂に際して

　この本の初版を2003（平成15）年に出してから、早くも15年経ちま
した。2007（平成19）年に改訂してからでも10年以上になります。幸
いにも、ややこしい自治体財政を分かりやすく説明してくれる本とし
て、読者のみなさんに受け入れていただきました。しかし、この間、数
字はもちろんのこと、制度も、その上、自治体財政が置かれた環境もか
なり変わりました。旧版では、近くやってくるという感じでしか受け止
められていなかった少子高齢化が現実のものとなり、第１次改訂版（平
成18年度決算）では17.5％に留まっていた民生費の割合が24.1％に急上
昇したことが象徴的です。
　この第２次改訂版が、引き続き、自治体財政への一番やさしい手引き
としてお役に立てば誠に幸いです。
　なお、今回、各種数値を更新するに当たり、総務省自治財政局財務調
査課（山越伸子課長、宮野哲史課長補佐）のご教示をいただきました。

　2018（平成30）年10月
小坂紀一郎　　
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は　し　が　き

　これは自治体の財政についてほとんどご存知ないみなさんのための本
です。住民のみなさん、学生諸君、公務員初任者、新人自治体議員、自
治体議員志望者その他地方自治に関心を持ち、自治体の財政について知
りたい方々、知る必要がある方々が対象です。
　地方自治への関心が高まっています。国から自治体へもっと権限を移
そうという地方分権への動きも着実に進んでいます。いろいろな形で自
治体の行政にものを言い、参加する住民も増えてきました。自分たちの
足元の政治・行政に目を向けようとするこのような流れは、私たちの社
会が成熟してきた１つの表われだと考えてよいでしょう。たとえ少しず
つでも自治体が変われば国全体にも大きく影響します。日本は約3,200
の自治体から成り立っているのですから。
　しかし、自治体の行政への関心が高い割には自治体の財政への認識は
極めて低いと言わざるを得ません。それを賄う財源のことは全く考えず
に行政サービスの充実を求める傾向がこの事実をはっきり物語っていま
す。住民ばかりではありません。自治体議員や、ことによると首長に至
るまで、財政への関心と理解はもうひとつです。
　なぜこうなのか、根本の原因は、いまの自治体財政の制度そのものに
あります。受益と負担とが見あわず、国に頼っているしくみからは関心
を持つ必要が出てこないのです。これと密接に関係していますが、制度
の分かりにくさも理解を妨げている大きな要素です。
　自治体の行政には関心があるが、財政のことはさっぱり分からないし
関心もないといういびつな姿から健全な地方自治が成長するはずはあり
ません。自治体財政に対する理解を広めなければならない大きな理由で
す。
　ところが、自治体財政に関する本は世に多く出ていますが、このよう
な目的に沿ったものはあまり見当たりません。一見やさしく書いたもの

3



はあっても、どちらかと言えば公務員向けの実務書で、行政用語やお役
所の事情にはうとい一般住民には決してとっつきやすいとは言えませ
ん。また、制度や用語をやさしく解説したものはあっても、実態や問題
点までふれたものはほとんどありません。
　この本は、自治体財政について基礎知識を得たいと望む方が、頭を痛
くすることなく、肩をこらすことなく気楽に読んでいただけることを目
指して次のような方針で書きました。
　１�．自治体財政について、制度から財政診断、財政の改革まで一通り
の項目は取り上げました。

　２�．具体的に身近に感じていただけるよう「あなたのまち」という形
で市町村の例を中心に説明しています。しかし、多くの部分は都道
府県にも当てはまります。

　３�．要点を呑みこんでいただくために細かいところは省略してありま
す。枝葉には目をつぶり、根幹をつかんでいただくように努めまし
た。

　４�．単に制度の解説をするだけでなく、実態と問題点についてもかな
りつっこんで私の考えを述べています。蒸留水のような無味乾燥な
説明では面白いはずはなく、財政は生きているものだからです。

　この本が題名どおりやさしく分かりやすいものになっているとすれば
自治体財政について何も知らない主婦の代表として原稿に目を通して率
直な疑問をぶつけ、こんなことも知らないのかと私をあきれさせたり、
ハッとさせてくれたりした妻緑のおかげです。
　小著が自治体財政への理解を進め関心を高めるのに少しでもお役に立
てばこれほどうれしいことはありません。

　2003（平成15）年８月
小坂紀一郎　　
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１　自治体は暮らしのサポーター

•ゆりかごから墓場まで　
　あなたがどこに住んでいようと、どんな仕事をやっていようと、あな
たの住んでいる自治体の行政に縁がない人はいないはずです。
　朝起きて顔を洗います。その水は、市が経営する水道の水です。元気
よく手を振って出かける子供たちの行き先は、公立の幼稚園や小中学校
です。小さなお子さんを自転車に乗せて公立の保育所に送って行き、最
寄りの駅まで出るその道は市道、自転車置き場も市営です。お料理の本
を借りるのは市立図書館、趣味のコーラスは市の文化センターです。そ
うそう忘れちゃいけない、ゴミ、し尿処理も市がやってたんだっけ。そ
して、子育て、お年寄りの世話など昔は、家庭が行っていた仕事まで自
治体が担当するようになり、自治体の仕事は増える一方です。
　「ゆりかごから墓場まで」と言われますが、実際は、赤ちゃんが生ま
れる前の妊婦さんの検診から、ところによっては亡くなってからも（公
立葬儀場や公立墓地）住民の生活を支えているのが自治体です。私たち
の毎日の生活に欠かせないのが自治体の仕事です。自治体の仕事の中身
が私たちの生活の豊かさを決めるとさえ言えるのです。
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　自治体財政へようこそ1章
ここがポイント
　自治体の仕事は私たちの暮らしに欠かせません。それを賄う自治体財政は、
住民のもうひとつの家計と言えます。家計を見ればその家庭が良く分かるよう
に、自治体財政はあなたのまちを映す鏡です。
　私たちの暮らしは、商店・スーパーなどの市場部門、国・自治体などの公共
部門、家族・隣近所などの共同体部門の３つの部門によって支えられています。
自治体は公共サービスを担う公共部門の代表選手です。



•財政を見ればまちが分かる　
　家庭生活を賄うのは家計です。自治体の仕事を賄うのが自治体財政で
す。家計を見ればその家庭の事情が分かるように、そのまちの財政を見
ればまちの状況が一目瞭然です。ふところ具合からまちの経済が分かり
ます。力が入っている事業も、軽く扱われている分野も分かります。財
政の中身はその自治体に関する情報の宝庫です。
　家庭が幸せかどうかはいろいろな要素がからみ単純には言えません
が、家計が健全かどうかは、その家庭の幸福を大きく左右すると言って
いいのではないでしょうか。自治体の財政も同じことで、うまくいって
いるかどうかは私たちの生活に大きく影響し、それを通して私たちの幸
せに直結しているのです。
　自治体の財政は、私たちみんなのもう１つの家計、住民共同の家計で
す。家計によって家族の生活が成り立っているように、財政によって道
路を作ったり、福祉サービスを提供したり、みんなが必要な共同の事業
が可能になり、私たちの生活が支えられているのです。
　私たちの住んでいる自治体の財政を知ること、それは自治体が私たち
の生活のためにちゃんと仕事をやってくれているかどうかを知ることで
もあり、住民が主人公であるはずの自治体をもっと良くするための出発
点なのです。

•生きていくのに必要なものは　
　私たちは１人では生きていけません。私たちが生活していくためには
いろいろな助けがいります。生活費を得るための職場、生活に必要なも
のを買う商店・スーパー・百貨店、レストラン・ホテル・映画館そのほ
か様々なお金と引き換えにサービスを提供してくれるところ。これらは
お金で取引されるという意味で市場部門と言います。そればかりではあ
りません。お金とは直接関係ないけれど私たちが人間として生きていく
のに欠かせない愛情や連帯感で結ばれた精神的に支えてくれる家族、友
人、仲間たちの世界があります。共同体部門です。
　まだ抜けているものがあります。これだけでは私たちの生活は成り立
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ちません。私たちが生活していくためには、これらのほかに、みんなに
共通する必要を満たすものが絶対に欠かせません。毎日歩く道路はどう
でしょうか。道路を歩くのにいちいちお金なんか払ってはいられませ
ん。街角の公園だってそうです。むこうからパトカーが来ました。私た
ちの安全を守ってくれる警察や消防の仕事、感染症を防ぐ保健所の仕
事、そう言えば、市立の小中学校だって授業料を払ってない。ほかにも
いくらでも挙げられます。住民みんなのためのこういう仕事は公共サー
ビスと呼ばれます。国や自治体などの公共部門が担当しています。
　上に挙げた、お金と引き換えに必要なものやサービスをもらう市場部
門、お金とは全く関係なしに精神的な必要を満たしてくれる共同体部
門、それに、いまの公共部門、これらの３つの部門があってはじめて私
たちの生活が成り立っていけるのです。

２　行政サービスの担い手

•行政サービスの役割分担　
　この公共部門を担当する代表選手が行政です。行政サービスの仕事
は、国（具体的には、財務省・総務省・国土交通省・厚生労働省などの
各省庁）と自治体（法律では、地方公共団体と呼ばれています）が分担
しています。行政サービスには様々なものがあります。これらをどこが
担当するのか、どんな仕事をどこが行うか、これを事務配分と呼んでい
ます。行政サービスを受け持つ組織（政府）は、日本の場合には、国、

₁章　自治体財政へようこそ　
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ここがポイント
　国・都道府県・市町村のどれが、どんな行政サービスを担当するかを決める
のが事務配分です。国・都道府県・市町村は、決して上下の関係ではなく、そ
れぞれに適した役割を分担している対等（ヨコ）の関係です。
　他の先進国と比べて日本の自治体はより大きな役割を担っています。行政
サービスのために最終的に使われるお金の大きさで見ると、全体の約60％が
自治体、約40％が国です。



自治体（都道府県、市町村）の3段階ですが、国によって違います。ア
メリカ合衆国では、連邦、ステート（州）、カウンティ（郡）、ミュニ
スィパリティ（自治体）〔シティ（市）・タウン（町）など〕の４段階、
フランスでは、国、レジオン（道）、デパルトマン（県）、コミューン
（市町村）の４段階、お隣りの韓国では、日本の県に当たる広域自治体
（道・広域市・特別市）、市町村に当たる基礎自治体（郡・市・自治区）
の３段階という具合に、その国の歴史や考え方によって様々です。
　現在行われている事務配分の基礎は、太平洋戦争後にできました。日
本国憲法の制定やその他の国のしくみの大きな改変の一環として、地方
自治制度が作り直されたのです。その後、時代が進み、社会の要請に応
えて次々に新しい行政サービスが登場し、それぞれ国・都道府県・市町
村に振り分けられました。もちろん自治体が自分からはじめたサービス
もあります。
　この、国・都道府県・市町村の関係は行政サービスを分担しあう関係
だという点が大事です。決して国が一番偉く、次が都道府県で市町村が
一番下という上下の関係ではありません。強いて言えば、ヨコの関係で
す。学校の例が分かりやすいでしょう。小学校・中学校・高校・大学は
その役割が違うので、決して上下の関係ではないのと似ています。
　では、国、都道府県、市町村の間でどうやって分担を決めるのでしょ
うか。地方自治法という地方自治制度の基本を定めた法律にそのものさ

4 4 4

し
4

となる分担の基準があります。

•国はなにをやるのか　
　国はなにをやるのでしょうか。国は、国でないとできない行政、自治
体でバラバラにやっては困る行政を担当することになっており、国の行
政には３つの分野があります。（地方自治法１条の２・２項）。
　まず、国際社会のなかで日本が国家として存在していくために必要な
仕事です。外交、防衛、司法がその例です。
　次に、経済活動など国民のいろいろな活動について、全国一律で決め
ておいた方が望ましい事柄に関する仕事です。通貨、金融、度量衡など
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がバラバラでは全国的に経済活動をすることができなくなります。現在
は、経済活動が地球規模になったので、国単位どころか世界的に統一す
る方向にあります。
　地方自治に関する基本的な事柄も全国一律で決めておいた方がよいも
のの１つです。この本のテーマである自治体財政の基本もここに入りま
す。地方自治は、自治体が自主的にそれぞれの地域で必要なことを決め
て実行していく制度ですが、全くバラバラでは好ましくありません。例
えば、ある村では議会がないとか、ある町では議員は住民から抽選で選
ぶとか、ある市では市長を置いていないといったことです。しかしかた
や、このへんをキッチリと画一的に全国一律で決めすぎるのも地域の実
情にあわなかったり、自治体の自主性を奪ったりして望ましいことでは
ありません。地方自治のしくみをどの程度自治体の自由にまかせるのか
は国のあり方をどう考えるかという大きな問題につながってきます。い
ずれにせよ、地方自治の基本を決めておく必要はあるわけです。
　最後が、全国的な規模や全国的な視点に立ってやらなければならない
高速道路網、教育制度、社会保障制度などの仕事です。これも構想を作
るのは国でも、実際に事業を実施するのは自治体がよいかもしれず、国
がどの部分をどれだけ担当するかは仕事の性格に応じて伸縮自在でしょ
う。

•市町村の仕事、都道府県の仕事　
　一方、自治体は、地域の行政を広く担当することになっています（地
方自治法１条の２・１項）。国が受け持つ以外の仕事は自治体の担当で
す。特に、住民に身近な行政はできる限り自治体が行うのが原則です。
　ここで問題となるのは、都道府県と市町村の間での仕事の割り振りで
す。どちらも自治体なので、その役割がどうなっているのか、どうも
はっきりしないと感じている人が多いかもしれません。
　市町村は基礎的な自治体、都道府県は市町村を含んだ広域の自治体で
す。この二重の構造で地域の行政を分担しあっているのです。
　市町村は、住民に一番身近な自治体として私たちの普段の生活に必要

₁章　自治体財政へようこそ　
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な仕事を幅広く担当することになっています。市町村ができることはで
きるだけ市町村が受け持つという市町村優先が原則です。言ってみれ
ば、市町村は地方自治の主役なのです。
　市町村が必要なサービスを行えるだけの十分な力を持てるよう、全国
的に市町村合併が進められました。その結果、1999年には、3,200余り
あった市町村が2016年には約1,700にまで減りました。
　そして、その性質や規模から言って市町村の手にあまるような仕事は
都道府県の出番です。都道府県道や大規模な総合開発など市町村の区域
を越えて広域にわたるもの、市町村間の連絡調整、それに、高度の研究
所など規模・性質から市町村が処理することが適当でないもの、これら
を都道府県が担当することになっています。都道府県の仕事は、市町村
をカバーすることです。
　しかし、建前はそうでも、市町村の仕事と都道府県の仕事の間に、
はっきりとした線を引くのは難しいのです。肝心なことはコンビよろし
く協力連携しあって仕事を分担することです。同じ仕事をダブってやら
ないようにしなければならないのはもちろんですが、中には県立高校と
市立高校のように同じ仕事を分けあっている例もあります。

•市は₃種類　
　市町村と一口に言っても、人口165人の東京都青ヶ島村から370万人
超の横浜市まであります。財政力はもちろん、市町村が提供しなければ
ならない行政サービスの中身からしてたいへんな違いがあります。それ
を同じ市町村だからということで仕事も同じにするというのはおかしな
ことです。そこで、市を人口規模などの条件の違いによっていくつかの
種類に分けて、それぞれの能力に応じて担当する仕事に差を設けていま
す。
　指定都市は、人口50万以上で都道府県なみの力があると考えられる
市が指定されています。1956（昭和31）年に指定都市制度ができたとき
は、戦前から大都市だった横浜市、名古屋市、大阪市、京都市、神戸市
の５大都市だけでした。その後、全国的に都市化が進み、市町村合併も

12


